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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の収納部を有する容器本体と、前記収納部に接続された排出口とを備えており、前
記容器本体を前記複数の収納部に仕切るとともに前記収納部内の圧力を高めることにより
互いに開封連通される仕切り用弱シール部と、前記いずれかの収納部内に前記仕切り用弱
シール部の開封連通と共に開封される小容器が設けられた複室容器であって、
　前記仕切り用弱シール部の一方の端側から中央側にかけて前記小容器側に傾斜した形状
を有する第１の中シール部と、前記仕切り用弱シール部のもう一方の端側から中央側にか
けて前記小容器側に傾斜した形状を有する第２の中シール部と、を有し、
　前記第１の中シール部と前記第２の中シール部とは互いに交わらず、前記一方の端から
前記もう一方の端まで延びる前記仕切り用弱シール部の前記中央側には、前記第１の中シ
ール部と前記第２の中シール部との間隔が設けられており、
　前記第１の中シール部及び前記第２の中シール部は、前記仕切り用弱シール部よりもシ
ール強度が高く、
　前記第１の中シール部の前記中央側先端部と、前記第２の中シール部の前記中央側先端
部との間隔が、前記小容器の横幅よりも短く、
　前記仕切り用弱シール部の少なくとも一部には、前記第１の中シール部と前記第２の中
シール部との間で、前記小容器に対して離れた側から前記小容器側にかけて台形状に狭ま
る形状が形成されていることを特徴とする、複室容器。
【請求項２】
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　記第１の中シール部の形状と前記第２の中シール部の形状とが互いに対称である、請求
項１に記載の複室容器。
【請求項３】
　前記第１の中シール部及び前記第２の中シール部の中央側先端部が、１０°以上９０°
未満の角度を有する、請求項１又は２に記載の複室容器。
【請求項４】
　前記第１の中シール部の前記中央側先端部と、前記第２の中シール部の前記中央側先端
部との間隔が、前記小容器の横幅の２分の１よりも長い、請求項３に記載の複室容器。
【請求項５】
　最大点荷重が２５０Ｎ以上１８００Ｎ以下である、請求項１～４のいずれか一項に記載
の複室容器。
【請求項６】
　前記仕切り用弱シール部の開通強度が２．５Ｎ／１５ｍｍ以上４．５Ｎ／１５ｍｍ以下
である、請求項１～５のいずれか一項に記載の複室容器。
【請求項７】
　前記複室容器が医療用又は食品用の複室容器である、請求項１～６のいずれか一項に記
載の複室容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複室容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　静脈注射により患者に投与される薬剤の中には、予め配合すると望ましくない経時的変
化を起こすような不安定な薬剤がある。例えばアミノ酸輸液とブドウ糖輸液を配合して保
存しておくと、いわゆるメイラード反応によって混合液が褐変する。また、脂肪乳剤と電
解質溶液とを配合して保存しておくと、脂肪分が凝集を生じ、リン酸含有液とカルシウム
含有液を配合しておくと、リン酸カルシウムの沈殿を生じ、望ましくない変化を起こす。
【０００３】
　このような薬剤には、混合前の成分を個別に収納する医療用の複室容器が用いられるこ
とが多い。この医療用の複室容器は、個別に薬剤を収納する複数の収納部と、この収納部
を仕切り、外部から圧力を加えることにより剥離し得る仕切り用弱シール部とを備えたも
のである（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１３６５７０号公報
【特許文献２】国際公開公報０３／０９２５７４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　図８～１０はそのような従来の医療用の複室容器の一例を示す説明図で、図８は平面図
、図９は図８のＸ-Ｘ線矢視断面図、図１０は開通時の断面図である。
【０００６】
　図８に示すように、複室容器１は、周縁部３が接着され矩形状に形成された容器本体５
の内部を、第１収納部９と第２収納部１１とに仕切り部１３で仕切ると共に、各収納部９
、１１には、予め混合或いは溶解しておくと望ましくない各種薬剤ａ、ｂをそれぞれ収納
し、さらに各収納部９、１１のいずれか（図８では第１収納部９）に小容器１５を設け、
小容器１５内に薬剤ｃを収納している。この小容器１５は、図９に断面を拡大して示すよ
うに容器本体５を構成するフィルム５ａ、５ｂの内側である小容器１５のフィルム１５ａ
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、１５ｂの内面に接着部２１を設けている。図１０に示すように、容器本体５の外部から
力を加え、仕切り部１３に圧力を与えて剥離力Ｆ、Ｆを与え、第１収納部９と第２収納部
１１とを開通させ、薬剤ａとｂとを混合させた時、同時に小容器１５の接着部２１も剥離
し、小容器１５内の薬剤ｃも各収納部９、１１の薬剤ａ、ｂと混合する構造となっている
(例えば特許文献２参照)。
【０００７】
　しかしながら、例えば、複室容器への外部からの力が十分強くない場合や、力を加える
位置が適切でないことなどにより、仕切り部１３への圧力及び剥離力Ｆ、Ｆが不十分にな
ると、小容器１５の接着部２１も剥離せず、小容器１５内の薬剤ｃが各収納部９、１１の
薬剤ａ、ｂと混合されない場合がある。
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するため、容器本体内に小容器を収納した複室容器において
、複室容器への外部からの力が十分強くない場合や、力を加える位置が適切でない場合で
あっても、容器本体側の収納部や小容器が開通しやすい複室容器を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、複室容器の構造について鋭意検討した結果、仕切り用弱シール部の少な
くとも一部に、特定の形状の２つの中シール部を設けることによって、上記課題を解決で
きる複室容器を見出した。
　すなわち、本発明は、複数の収納部を有する容器本体と、収納部に接続された排出口と
を備えており、容器本体を複数の収納部に仕切るとともに収納部内の圧力を高めることに
より互いに開封連通される仕切り用弱シール部と、いずれかの収納部内に仕切り用弱シー
ル部の開封連通と共に開封される小容器が設けられた複室容器であって、仕切り用弱シー
ル部の一方の端側から中央側にかけて小容器側に傾斜した形状を有する第１の中シール部
と、仕切り用弱シール部のもう一方の端側から中央側にかけて小容器側に傾斜した形状を
有する第２の中シール部と、を有し、第１の中シール部と第２の中シール部とは互いに交
わらず、一方の端からもう一方の端まで延びる仕切り用弱シール部の中央側には、第１の
中シール部と第２の中シール部との間隔が設けられており、第１の中シール部及び第２の
中シール部は、仕切り用弱シール部よりもシール強度が高く、第１の中シール部の前記中
央側先端部と、前記第２の中シール部の前記中央側先端部との間隔が、前記小容器の横幅
よりも短く、仕切り用弱シール部の少なくとも一部には、第１の中シール部と第２の中シ
ール部との間で、小容器に対して離れた側から小容器側にかけて台形状に狭まる形状が形
成されていることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の複室容器によれば、仕切り用弱シール部の少なくとも一部に、よりシール強度
が高く、小容器側に圧力及び／又は剥離力がより伝わりやすい傾斜した形状を有する第１
の中シール部及び第２の中シール部を設ける。これによって、外部からの力が強力ではな
い場合や、力を加える位置が適切な部分からずれている場合であっても、仕切り用弱シー
ル部への圧力及び剥離力Ｆ、Ｆが伝わりやすくなり、小容器の接着部や弱シール部も剥離
しやすくなり、小容器内の内容物が各収納部の内容物と混合しやすくなる。
【００１１】
　本発明の複室容器において、第１の中シール部の形状と第２の中シール部の形状とが互
いに対称であってもよい。第１の中シール部の形状と第２の中シール部の形状とが互いに
対称であれば、仕切り用弱シール部及び小容器への圧力及び剥離力Ｆ、Ｆが均一に伝わり
やすくなる。
【００１２】
　また、本発明の複室容器において、第１の中シール部及び第２の中シール部の中央側先
端部が、１０°以上９０°未満の角度を有してもよい。第１の中シール部及び第２の中シ
ール部の中央側先端部の角度が１０°以上９０°未満の範囲であれば、仕切り用弱シール
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部及び小容器への圧力及び剥離力Ｆ、Ｆが伝わりやすくなる。
【００１３】
　上記第１の中シール部の中央側先端部と、第２の中シール部の中央側先端部との間隔が
、小容器の横幅の２分の１よりも長いことが好ましい。これにより、小容器への圧力及び
剥離力Ｆ、Ｆが伝わりやすくなる。
【００１４】
　本発明の複室容器において、最大点荷重が２５０Ｎ以上１８００Ｎ以下であってもよい
。最大点荷重が上記範囲にあることによって、開封容易性と輸送時等における密封性とを
兼ね備えた複室容器となる。
【００１５】
　また、仕切り用弱シール部の開通強度が２．５Ｎ／１５ｍｍ以上４．５Ｎ／１５ｍｍ以
下であってもよい。仕切り用弱シール部の開通強度が本範囲にあることによって、開封容
易性と輸送時等における密封性とを兼ね備えた複室容器となる。
【００１６】
　本発明の複室容器は、医療用又は食品用であることが好ましい。このような開封容易性
と輸送時等における密封性とを兼ね備えた複室容器は、医療用複室容器として使用するこ
とができ、また食品用としても用いることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、容器本体内に小容器を収納した複室容器において、複室容器への外部
からの力が十分強くない場合や、力を加える位置が適切でない場合であっても、容器本体
側の収納部や小容器が開通しやすい複室容器を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一実施形態である医療用複室容器の平面図である。
【図２】図１のＡ-Ａ線矢視部分拡大断面図である。
【図３】本発明の一実施形態である医療用複室容器の剥離開通状態を示す拡大断面図であ
る。
【図４】本実施形態の変形例である医療用複室容器の平面図である。
【図５】本実施形態の変形例である医療用複室容器の平面図である。
【図６】本実施形態の変形例である医療用複室容器の平面図である。
【図７】本実施形態の変形例である医療用複室容器の平面図である。
【図８】従来の複室容器の平面図である。
【図９】図８のＸ-Ｘ線矢視部分拡大断面図である。
【図１０】図８に示した複室容器の剥離開通状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る複室容器の実施形態について図面を参照しつつ説明する。
　本実施形態の複室容器は、複数の収納部を有する容器本体と、収納部に接続された排出
口とを備えており、容器本体を複数の収納部に仕切るとともに収納部内の圧力を高めるこ
とにより互いに開封連通される仕切り用弱シール部と、いずれかの収納部内に仕切り用弱
シール部の開封連通と共に開封される小容器が設けられた複室容器であって、仕切り用弱
シール部の一方の端側から中央側にかけて小容器側に傾斜した形状を有する第１の中シー
ル部と、仕切り用弱シール部のもう一方の端側から中央側にかけて小容器側に傾斜した形
状を有する第２の中シール部と、を有し、第１の中シール部と前記第２の中シール部とが
互いに交わらない、複室容器である。
【００２０】
　図１は、本発明の実施形態に係る複室容器における医療用複室容器を例とした平面図、
図２は図１のＡ-Ａ線部分拡大断面図である。
【００２１】
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　図１に示すように、医療用複室容器１は、周縁部３が接着され矩形状に形成された容器
本体５と、この容器本体５に接続されゴム栓を有し、薬剤を排出するための薬剤排出口７
とを備えている。容器本体３は、長手方向に並べて配置された第１収納部９及び第２収納
部１１を有しており、２つの収納部９、１１は剥離可能な仕切り用弱シール部１３で仕切
られている。また、第１収納部９及び第２収納部１１には内容物として、予め混合或いは
溶解しておくと望ましくない各種薬剤ａ，ｂがそれぞれ収納されている。
【００２２】
　医療用複室容器１は、２枚の単層又は複層のフィルムの周縁部を熱接着又は接着するこ
とにより形成される袋状の容器とすることができる。医療用複室容器１の容器本体５を構
成する材質としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン等の熱可塑性樹脂等
、種々の樹脂よりなるフィルムを採用することができる。
【００２３】
　仕切り用弱シール部１３を剥離するために必要な圧力を調整するためには、例えば、熱
可塑性樹脂よりなるフィルムを溶融接着する際、仕切り用弱シール部１３の加熱接着時間
を、容器本体５の周縁部３の加熱接着時間より短くすればよい。或いは、仕切り用弱シー
ル部１３の接着圧力を、容器本体５の周縁部３の接着圧力より低い接着圧力で行うことに
より、接着強度を調整することが可能である。
【００２４】
　上記医療用複室容器１の第１収納部９には薬剤ｃを収納する小容器１５が設けられ、小
容器１５のシール部が弱シール部２１とされている。
【００２５】
　小容器１５の容器本体５に対する接着部１９は、図示のように小容器１５を構成するフ
ィルム１５ａ、１５ｂの弱シール部２１より外側部分の延出部２３ａ、２３ｂに形成され
ていてもよい。そして延出部２３ａ、２３ｂで、その長さ方向ほぼ全長にわたり連続する
線状に接着されていてもよい。この接着手段は、例えば熱融着などの手段が好適に用いら
れる。
【００２６】
　なお、この延出部２３ａ、２３ｂの幅Ｂ（図２参照）は、小容器１５が容器本体５を構
成するフィルム５ａ、５ｂに接着するに十分な幅とされていればよく、具体的には３～２
０ｍｍ、より好適には５～１５ｍｍである。また、図１における延出部２３ａ、２３ｂの
横幅は、弱シール部２１と同じ長さの横幅であってもよい。
【００２７】
　上記小容器１５は内層がポリエチレン、中間層がポリ環状オレフィン、外層がポリエチ
レンより成る３層構造とされたフィルムで、各層が剥離しやすい構造とされたフィルム１
５ａ、１５ｂが好適に使用され、重ね合わせた二枚のフィルム１５ａ、１５ｂの周囲を熱
接着することにより袋状の容器とされる。なお、この小容器１５の弱シール部２１を剥離
するために必要な圧力の調整は、容器本体５の仕切り用弱シール部１３と周縁部３とのシ
ールと同様、弱シール部２１の加熱接着時間を小容器１５の他の周縁部の加熱接着時間よ
り短くすればよい。或いは、弱シール部２１の接着圧力を、小容器１５の周縁部の接着圧
力より低い接着圧力で行うことにより調整すればよい。
【００２８】
　図２は、図１のＡ-Ａ線矢視部分拡大断面図である。また、図３は、本発明の一実施形
態である医療用複室容器１の剥離開通状態を示す拡大断面図である。医療用複室容器１の
使用に際しては、容器本体５（例えば第２収納部１１の一部）に力を加え、図２に示すよ
うに矢印Ｆ、Ｆ方向の力を発生させて仕切り用弱シール部１３を剥離させ、第１収納部９
と第２収納部１１を開通させる。さらに、図３に示すように小容器１５の開口部は、延出
部２３ａ、２３ｂから容器本体５のフィルム５ａ、５ｂに引かれ、弱シール部２１に剥離
力が伝わって図３に示すように弱シール部２１が剥離開通し、内部の薬剤ｃが流出する。
【００２９】
　このとき、接着部１９は弱シール部２１以外の位置とされているので、例えば熱による
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溶融接着の場合は熱によって弱シール部２１の易剥離性に影響が及ぶことがなく、図３に
示すように確実に開封することが可能となる。また、接着部１９は小容器１５の外部とさ
れているので、溶融接着時の熱によって内部の薬剤ｃが影響されることもなく、内部の薬
剤ｃの品質を良好に維持することができる。
【００３０】
　本実施形態の医療用複室容器１においては、仕切り用弱シール部１３の一方の端側から
中央側にかけて小容器１５側に傾斜した形状を有する第１の中シール部Ｌ１が形成されて
いる。また、仕切り用弱シール部１３のもう一方の端側から中央側にかけて小容器１５側
に傾斜した形状を有する第２の中シール部Ｒ１が形成されている。また、第１の中シール
部Ｌ１と第２の中シール部Ｒ１とは互いに交わらない。第１の中シール部Ｌ１及び第２の
中シール部Ｒ１の形状は、仕切り用弱シール部１３の一方の端側から中央側にかけて小容
器１５側に傾斜した形状を有し、互いに交わらなければ、その形状は特に制限されないが
、例えば図１に示すように、第１の中シール部Ｌ１はｐ１、ｑ１、ｒ１を３辺とする、三
角形の形状であってもよく、第２の中シール部Ｒ１も第１の中シール部Ｌ１と同様に三角
形の形状であってもよい。図１の第１の中シール部Ｌ１においては、辺ｑ１が傾斜した形
状における傾斜を示している。なお、傾斜した形状は、図１の辺ｑ１のような直線状だけ
に限定されるものではなく、例えば円弧状であってもよい。
　このように、第１の中シール部Ｌ１及び第２の中シール部Ｒ１が形成されることによっ
て、仕切り用弱シール部１３は、第２収納部１１側から小容器１５側へかけて台形状に狭
まる形状となる。これにより、例えば第２収納部１１の一部に荷重すると、圧力及び剥離
力Ｆ、Ｆが第２収納部１１側から仕切り用弱シール部１３及び小容器１５側へかけて伝わ
りやすくなり、小容器１５の接着部１９及び弱シール部２１が剥離しやすくなる。この結
果、小容器１５内の薬剤ｃが各収納部９、１１の薬剤ａ、ｂと混合されやすくなる。なお
、本実施形態において中シール部とは、弱シール部よりもシール強度が高いシール部を意
味する。
【００３１】
　本実施形態の医療用複室容器１において、第１の中シール部Ｌ１の形状と第２の中シー
ル部Ｒ１の形状とは非対称であってもよいが、互いに対称であることが好ましい。第１の
中シール部Ｌ１の形状と第２の中シール部Ｒ１の形状とが互いに対称であれば、仕切り用
弱シール部１３及び小容器１５への圧力及び剥離力Ｆ、Ｆが、第１の中シール部Ｌ１にお
ける傾斜した形状及び第２の中シール部Ｒ１における傾斜した形状から均一に伝わりやす
くなる。
【００３２】
　また、本実施形態の医療用複室容器１において、第１の中シール部Ｌ１の中央側先端部
Ｘ及び第２の中シール部Ｒ１の中央側先端部Ｙが、１０°以上９０°未満の角度を有して
もよい。第１の中シール部Ｌ１の中央側先端部Ｘ及び第２の中シール部Ｒ１の中央側先端
部Ｙの角度が１０°以上９０°未満の範囲であれば、仕切り用弱シール部１３及び小容器
１５への圧力及び剥離力Ｆ、Ｆがより伝わりやすくなる。
【００３３】
　第１の中シール部Ｌ１の中央側先端部Ｘ及び第２の中シール部Ｒ１の中央側先端部Ｙは
、１０～８０°の範囲がより好ましく、５０～８０°の範囲がさらに好ましく、６０～７
０°の範囲が特に好ましい。
【００３４】
　上記第１の中シール部Ｌ１の中央側先端部Ｘと、第２の中シール部Ｒ１の中央側先端部
Ｙとの間隔は、小容器１５の横幅よりも短いほうが好ましく、小容器１５の横幅の２分の
１よりも長いことが好ましい。これにより、小容器１５への圧力及び剥離力Ｆ、Ｆが伝わ
りやすくなる。
【００３５】
　また、第１の中シール部Ｌ１の中央側先端部Ｘと、第２の中シール部Ｒ１の中央側先端
部Ｙとの間隔の中心部分は、仕切り用弱シール部１３の横幅における中心部分とが、横幅
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に対する垂直線上で一致していることが好ましい。特に好ましくは、上記間隔の中心点が
、仕切り用弱シール部１３の横幅の中心点と一致する形状である。
【００３６】
　本実施形態の医療用複室容器１において、収納部（第２収納部１１）内の圧力を高める
作業を行った際の最大点荷重が２５０Ｎ以上１８００Ｎ以下であることが好ましい。最大
点荷重の範囲が上記範囲にあれば、医療従事者は適切な力で医療用複室容器１の仕切り用
弱シール部１３及び小容器１５を十分に開通することが可能となる。最大点荷重（最大点
荷重値）は、医療用複室容器１の第２収納部１１に力を徐々に加えていく作業を行った際
の、荷重値の最大値である。この値は、力を加えると一定時間は上昇し、仕切り用弱シー
ル部１３又は小容器１５の接着部１９及び弱シール部２１が開通する直前がピークとなり
、開通後は急激に下降する。最大点荷重値を２５０Ｎより低く設計した場合には、例えば
輸送時に仕切り用弱シール部１３又は小容器１５の接着部１９及び弱シール部２１が意図
せず開通してしまう恐れや医療従事者が意図せずに開通してしまう恐れがある。また、１
８００Ｎより高くなるように設計した場合には、仕切り用弱シール部１３又は小容器１５
の接着部１９及び弱シール部２１の開通のために必要な収納部内の圧力を高める作業が困
難になる恐れがある。より好ましくは、最大点荷重が３００Ｎ以上１８００Ｎ以下であり
、さらに好ましくは、最大点荷重が３５０Ｎ以上１６００Ｎ以下である。
【００３７】
　また、仕切り用弱シール部１３の開通強度（Ｎ／１５ｍｍ）は、１５ｍｍ幅に切り取っ
た仕切り用弱シール部１３を剥がすのに必要な力であり、第１の中シール部Ｌ１及び第２
の中シール部Ｒ１の開通強度よりも低く、開通強度が２．５Ｎ／１５ｍｍ以上４．５Ｎ／
１５ｍｍ以下であってもよい。開通強度が２．５Ｎ／１５ｍｍより低いと、例えば輸送時
に仕切り用弱シール部１３が意図せず開通してしまうおそれがあり、また、４．５Ｎ／１
５ｍｍより高いと、仕切り用弱シール部１３又は小容器１５の接着部１９及び弱シール部
２１の開通のために必要な収納部内の圧力を高める作業が困難になる恐れがある。
【００３８】
　図４は、本実施形態の変形例である医療用複室容器の平面図である。図４に示すように
、第１の中シール部Ｌ２及び第２の中シール部Ｒ２の中央側先端部は、図１のＸ、Ｙのよ
うに鋭角ではなく、第１の中シール部Ｌ２又は第２の中シール部Ｒ２が台形の形状であっ
て、中央側先端部がＳ２のように辺であってもよい。ここで、図４のように中央側先端部
が鋭角ではなく辺を為す場合には、例えば第１の中シール部Ｌ２においては、辺Ｓ２と辺
ｑ２との角度から直角分の９０°を減じることによって、図１の態様と同様に、好ましい
角度としてもよい。
【００３９】
　図５は、本実施形態の変形例である医療用複室容器の平面図である。図５に示すように
、第１の中シール部Ｌ３又は第２の中シール部Ｒ３の形状は、仕切り用弱シール部１３か
らはみ出していてもよく、容器本体５の周縁部３や第２収納部１１の一部に、第１の中シ
ール部Ｌ３又は第２の中シール部Ｒ３の一部が重なっていてもよい。また、第１の中シー
ル部Ｌ３又は第２の中シール部Ｒ３の形状は、図１の態様のように三角形でなく、例えば
三角形又は台形と長方形とが組み合わされた形状であってもよい。第１の中シール部Ｌ３

及び第２の中シール部Ｒ３が形成されることによって、仕切り用弱シール部１３において
、第２収納部１１側から小容器１５側へかけて台形状に狭まる形状が少なくとも仕切り用
弱シール部１３の一部に形成されていればよい。
【００４０】
　図６、図７は、本実施形態の変形例である医療用複室容器の平面図である。図６、図７
に示すように、第１の中シール部Ｌ４又は第２の中シール部Ｒ４（第１の中シール部Ｌ５

又は第２の中シール部Ｒ５）の形状は、図１や図４、図５の態様と比較して、仕切り用弱
シール部１３からより大きくはみ出していてもよく、容器本体５の周縁部３や第２収納部
１１の一部に、第２収納部１１の内容量が大きく減少しない範囲で、第１の中シール部Ｌ

４又は第２の中シール部Ｒ４（第１の中シール部Ｌ５又は第２の中シール部Ｒ５）の一部
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が重なっていてもよい。また、第１の中シール部Ｌ４又は第２の中シール部Ｒ４（第１の
中シール部Ｌ５又は第２の中シール部Ｒ５）の形状は、図５の態様の同様に、三角形でな
くてもよく、例えば三角形又は台形と長方形とが組み合わされた形状であってもよい。
【００４１】
　本実施形態の医療用複室容器１は、公知の医療用複室容器と同じように製造することが
でき、第１の中シール部Ｌ又は第２の中シール部Ｒについては、例えば仕切り用弱シール
部１３を形成した後に、第１の中シール部Ｌ又は第２の中シール部Ｒを形成したい部分を
より高温で熱接着させることによって形成することができる。また、仕切り用弱シール部
１３を形成した後に、凹凸状の金型で第１の中シール部Ｌ又は第２の中シール部Ｒの形状
のように凹凸をつけ、開通時に引っかかることによって開通を遅延させることも可能であ
る。なお、上記凹凸の引っ掛かりは、例えば第１収納部９と第２収納部１１とを大きく振
動等によって混合させることによって、完全に開通させることもできる。
【００４２】
　また、本実施形態の医療用複室容器１においては、例えば第２収納部１１の一部に荷重
し、圧力及び剥離力Ｆ、Ｆを第２収納部１１側から仕切り用弱シール部１３及び小容器１
５側へ伝え、第１収納部９と第２収納部１１、小容器１５を開通させ、さらに、第１収納
部９の一部を荷重することによって、仕切り用弱シール部１３、第１の中シール部Ｌ及び
第２の中シール部Ｒを完全に剥離することもできる。これにより、開通後の第２収納部１
１内の内容量を従来に比べて少なくならないように調整することも可能となる。
【００４３】
　なお、上記実施形態においては、一例として医療用複室容器の実施形態を記載している
が、本実施形態は医療用に限定されるものではなく、例えば食品用の複室容器であっても
よい。食品用複室容器である場合には例えば内容物は流動状の食品であり、排出口は食品
が容器外に排出されるための食品排出口となる。
【実施例】
【００４４】
　以下、本発明の実施例を説明する。なお、本発明は以下の実施例に限定されるものでは
ない。
【００４５】
　本実施例においては、医療用複室容器の仕切り用弱シール部に第１及び第２の中シール
部を設け、収納部内の圧力を高める作業を行った際の最大点荷重値を測定した。
【００４６】
　実施例１～３の医療用複室容器の最大点荷重値は、手型押し板（１７０ｍｍ×１００ｍ
ｍ）を用いてテンシロン（製品名、エー・アンド・デイ社製）で測定した。
【００４７】
（実施例１）
　医療用複室容器として、エルネオパ２号（製品名、株式会社大塚製薬工場製、容量１５
００ｍｌ）を用いた。また、第１及び第２の中シール部の形状は図５および表１に示す形
状と同様の形状とした。仕切り用弱シール部１３の開通強度は３．５Ｎ／１５ｍｍであり
、第１の中シール部Ｌ３、第２の中シール部Ｒ３の開通強度は、仕切り用弱シール部１３
の開通強度よりも大きくなるように、仕切り用弱シール部１３を形成した後に、第１の中
シール部Ｌ３、第２の中シール部Ｒ３の形状で再度シール作業を行って作成した。この容
器の第２収納部１１に力を加え開通作業を行った際の最大点加重を表１に示す。
【００４８】
（実施例２）
　医療用複室容器として、エルネオパ２号（製品名、株式会社大塚製薬工場製、容量１５
００ｍｌ）を用いた。また、第１及び第２の中シール部の形状は図６および表１に示す形
状と同様の形状とした。仕切り用弱シール部１３の開通強度は３．５Ｎ／１５ｍｍであり
、第１の中シール部Ｌ４、第２の中シール部Ｒ４の開通強度は、仕切り用弱シール部１３
の開通強度よりも大きくなるように、仕切り用弱シール部１３を形成した後に、第１の中
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器の第２の収納部１１に力を加え開通作業を行った際の、最大点加重を表１に示す。
【００４９】
（実施例３）
　医療用複室容器として、エルネオパ２号（製品名、株式会社大塚製薬工場製、容量１５
００ｍｌ）を用いた。また、第１及び第２の中シール部の形状は図７および表１に示す形
状と同様の形状とした。仕切り用弱シール部１３の開通強度は３．５Ｎ／１５ｍｍであり
、第１の中シール部Ｌ５、第２の中シール部Ｒ５の開通強度は、仕切り用弱シール部１３
の開通強度よりも大きくなるように、仕切り用弱シール部１３を形成した後に、第１の中
シール部Ｌ５、第２の中シール部Ｒ５の形状で再度シール作業を行って作成した。この容
器の第２の収納部１１に力を加え開通作業を行った際の、最大点加重を表１に示す。
【００５０】
　実施例１～３の中シール部の角度および間隔、また、開通した際の最大点荷重の測定結
果を以下の表１に示す。
【００５１】
【表１】

【符号の説明】
【００５２】
　１・・・医療用複室容器
　３・・・周縁部
　５・・・容器本体
　　５ａ、５ｂ・・・容器本体を構成するフィルム
　７・・・排出口
　９・・・第１収納部
１１・・・第２収納部
１３・・・仕切り部
１５・・・小容器
　　１５ａ、１５ｂ・・・小容器を構成するフィルム
１７・・・吊掛孔
１９・・・接着部
２１・・・弱シール部
２３ａ、２３ｂ…延出部
Ｌ、Ｌ１～Ｌ５・・・第１の中シール部
Ｒ、Ｒ１～Ｒ５・・・第２の中シール部
ｐ１～ｐ４、ｑ１～ｑ４、ｒ１～ｒ４・・・第１の中シール部Ｌの各辺
Ｘ、Ｙ・・・第１の中シール部、第２の中シール部の中央側先端部



(10) JP 6290604 B2 2018.3.7

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 6290604 B2 2018.3.7

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(12) JP 6290604 B2 2018.3.7

【図９】 【図１０】



(13) JP 6290604 B2 2018.3.7

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｂ６５Ｄ   81/32     　　　Ｄ        　　　　　

(56)参考文献  特開２００７－１２５３０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２６３３７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２８００７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１９４０４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１１０１６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２１２５５２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｊ　　　１／０５　　　　
              Ｂ６５Ｄ　　３０／２２　　　　
              Ｂ６５Ｄ　　７７／０４　　　　
              Ｂ６５Ｄ　　７７／０８　　　　
              Ｂ６５Ｄ　　８１／３２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

